
国立大学法人大分大学管理職員特別勤務手当支給細則 

平成１６年４月１日制定 

平成１６年細則第１１号 

 

（趣旨） 

第１条  この細則は，国立大学法人大分大学職員給与規程（平成１６年規程第１８号。以下「給

与規程」という。）第２４条第４項の規定により，管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事

項を定める。 

 

（支給要件） 

第２条  給与規程第２４条第１項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは，国立大学法人大分

大学に勤務する職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程（平成１６年規程第２１号。以下

「勤務時間等規程」という。）第９条に規定する休日に処理することを要することが明白な，臨

時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい，「その他の業務の運営の必要」による勤務に

は，勤務時間等規程第９条に規定する休日において業務の正常な運営を確保するため，交替制

勤務に従事する管理又は監督の地位にある職員が，当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を

含む。 

２ 給与規程第２４条第２項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは，勤務時間等規程第９条

に規定する休日以外の日の午前零時から午前５時までの間であって，正規の勤務時間以外の時

間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。 

３  出張中の職員に対しては，旅行目的地において臨時の又は緊急性を有するその他の業務の運

営の必要により休日に勤務した場合で，その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限

り支給する。ただし，給与規程第２３条に規定する宿日直勤務は含まれない。 

４  休日以外の日から休日に引き続く勤務のうち，休日における勤務が１時間程度に満たないも

のは，手当の支給要件には該当しない。 

５  第１項に規定する勤務は，休日に始まる勤務（その前日である休日等以外の日から引き続く

勤務を含む。）とし，連続する勤務（２以上の休日にまたがる勤務及び休憩に要した時間（３時

間未満）をはさんで引き続く勤務を含む。）の始まり（当該前日から休日に引き続く勤務にあっ

ては，当該休日の午前零時）から終わりまでを１回として取り扱うものとする。ただし，一の

休日において勤務の開始が２以上ある場合は，当該休日に始まる勤務の全てを１回の連続した

勤務として取り扱うものとする。 

６ 第２項に規定する勤務は，休日以外の午前零時から午前５時までの間に始まる勤務（その前

日である休日以外の日から引き続く勤務を含む。）とし，連続する勤務の始まり（当該前日から

休日以外の日の引き続く勤務にあっては，当該休日以外の日の午前零時）から終わりまでを１

回として取り扱うものとする。ただし，一の休日以外の日において勤務の開始が２以上ある場

合は，当該休日以外の日に始まる勤務の全てを１回の連続した勤務として取り扱うものとする。 

 

（管理職員特別勤務手当の額等） 

第３条  給与規程第２４条第３項第１号の別に定める勤務は，勤務に従事した時間が６時間を超

える場合の勤務とする。この場合において，「６時間」は，休日における実働時間によるものと

する。 

２ 給与規程第２４条第３項第１号イの別に定める額は，国立大学法人大分大学管理職手当支給

細則（平成１６年細則第３号。以下「管理職手当支給細則」という。）別表第１に掲げる区分に

応じ，勤務１回につき次の各号に定める額とする。ただし，指定職本給表の適用職員は，１８,

０００円とする。 

（１） Ⅰ種適用職員 １２,０００円 

（２） Ⅱ種適用職員 １０,０００円 

（３） Ⅲ種適用職員 ８,５００円 

（４） Ⅳ種適用職員 ７,０００円 

（５） Ⅴ種適用職員 ６,０００円 

 



第４条 給与規程第２４条第３項第２号の別に定める額は，管理職手当支給細則別表第１に掲げ

る区分に応じ，次の各号に定める額とする。 

 （１） Ⅰ種適用職員 ６，０００円 

 （２） Ⅱ種適用職員 ５，０００円 

 （３） Ⅲ種適用職員 ４，３００円 

 （４） Ⅳ種適用職員 ３，５００円  

 （５） Ⅴ種適用職員 ３，０００円 

２ 給与規程第２４条第１項に規定する勤務をした後，引き続いて同条第２項の勤務をした管理

監督職員には，その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。 

 

（勤務実績簿等） 

第５条 学長（その委任を受けた者を含む。）は，別に定める管理職員特別勤務実績簿及び管理職

員特別勤務手当整理簿を作成し，これを保管しなければならない。 

 

（雑則） 

第６条 この細則の実施に関し必要な事項は，学長が定める。 

 

附  則 

この細則は，平成１６年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成１９年細則第３号） 
  この細則は，平成１９年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平成２２年細則第１０号） 
 この細則は，平成２２年４月 1 日から施行する。 
 
   附 則（平成２７年細則第１１号） 
 この細則は，平成２７年４月 1 日から施行する。 
 

附 則（令和５年細則第１０号） 

（施行期日） 

１ この細則は，令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 当分の間，職員の管理職員特別勤務手当の額は，当該職員が６０歳に達した日以後における

最初の４月１日以降，第３条第２項及び第４条第１項の規定により当該職員の受ける手当の額

に，１００分の７０を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数があるときは，５０円未満

を切り捨て，５０円以上１００円未満を１００円に切上げた額)とする。 

３ 前項の規定は，次に掲げる職員には適用しない。 

（１） 大学教員（教授，准教授，講師，助教及び助手をいう。）及びリサーチ・アドミニスト

レーター 

（２） 前号に該当する職を除く労働契約の期間を定めて採用される者 

（３） 国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１６年規則第５号。以下「就業規則」とい

う。）第１２条の４第１項又は第２項の規定により就業規則第１２条の２第１項に規定す

る異動期間（就業規則第１２条の４第１項又は第２項の規定により延長された異動期間

を含む。）が延長している就業規則第１２条の２第１項に規定する管理監督職を占める職

員 

（４） 就業規則第２２条の規定により定年が延長している職員（就業規則第２１条第２項に

規定する定年退職日において，国立大学法人大分大学職員給与規程の一部を改正する規程

（令和５年規程第２１号）附則第２項の規定が適用されていた職員を除く。） 


